
9『アジア経済』LⅤ�1（2014.3）

は じ め に

2011年２月11日，エジプトで約30年間政権の

座にあったフスニー・ムバーラク（Ḥusnī 

Mubārak，在任1981～2011年）大統領が辞任した。

同年１月25日に行われた大規模な反政府デモが

ムバーラク政権崩壊の契機となったため，この

政変は一般には「１月25日革命」として知られ

ている。「１月25日革命」では，「４月６日運動

（Ḥaraka Shabāb 6 Abrīl）」や「我らは皆ハーリド・

サイード（Kullnā Khālid Sayīd）」などの青年運動

がムバーラク政権打倒を唱えて，反政府デモを

行った。これに多数の市民が応じ，ムバーラク

退陣を求めるデモが全国へ拡大した。事態収拾

に失敗したムバーラクは軍部に引導を渡される

かたちで大統領職を辞任した［鈴木 2011, 92］。

ムバーラク政権崩壊後のエジプトでは，「軍

最高評議会（al-Majlis al-Aʻlā li-l-Qūwāt al-Musallaḥa，

英語表記は Supreme Council for Armed Forces: SCAF）」

による暫定統治が行われた。2011～12年に，軍

政下で実施された人民議会選挙とシューラー

（諮問）議会選挙では，ムスリム同胞団（Jam‘īya 
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《要　約》

エジプトのムバーラク政権は，体制への潜在的挑戦者であるムスリム同胞団を非合法状態に置き，

しばしば厳しい弾圧を行った。しかし，同胞団は政権の定めるゲームのルールに従い，「１月25日革

命」で政権崩壊がほぼ確実視されるまで，政権との全面的な対立の回避に努めた。「公的政治領域」

へ取り込まれた公認政党と比較して限定的な選択的誘因しかなかったにもかかわらず，なぜ同胞団は

政権打倒へ向けて行動しなかったのか。本稿の目的はこの疑問を考察することにある。

本稿では，同胞団の組織構造を社会活動と政治活動に二分して分析した。そこで明らかになったの

は，政治活動は非合法として「公的政治領域」から原則的に排除されていた一方，多くの社会活動は

合法的なものであった。社会活動が組織構造の基礎をなす同胞団にとって，社会活動の合法性は，彼

らが政権の定めるゲームのルールに従う選択的誘因として効果的に機能したのであった。
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al-Ikhwān al-Muslimīn，以下「同胞団」）の傘下政

党である「自由公正党（Ḥizb al-Ḥurrīya wa al-

‘Adāla，英語表記は Freedom and Justice Party: FJP）」

が，両院で第一党となった。また，2012年の大

統領選挙では，FJP 党首ムハンマド・ムル

スィー（Muḥammad Mursī）が，出身母体である

同胞団から全面的な支援を受け，当選を果たし

た。ムルスィー政権下，同胞団はエジプトの行

政権と立法権を掌握する最重要の政治アクター

となった。

「１月25日革命」において，同胞団がムバー

ラク政権打倒を主張し始めたのは，ムバーラク

政権の存続が危ぶまれた段階になってからで

あった（注１）。これまでの同胞団の歴史において，

彼らは体制への挑戦を行った経験をもっている。

1948年，同胞団はヌクラーシー（Maḥmūd Fahmī 

al-Nuqrāshī）政権との対立により非合法化され，

同胞団メンバーが同首相を暗殺する事態となっ

た［横田 2006, 36］。また，1952年革命後，同胞

団はナセル（Jamāl ʻAbd al-Nāṣir，大統領在任1956

～70年）と激しく対立した。1954年，ナセル暗

殺未遂事件を理由に同胞団は非合法化され，厳

しい弾圧を受けることとなった。20世紀前半の

同胞団を扱う主要な研究であるMitchell［1969］

や Lia［1998］は，同胞団の内部要因に着目し

た上で，1940年代以降の同胞団における内部対

立および組織分裂が体制との対立・衝突に至っ

た主な要因であると論じている。

他方，ムバーラク政権下の同胞団は，同政権

の崩壊が確実視されるまで政権打倒へ向けて行

動を起こさなかった。ムバーラク政権下の同胞

団は，なぜ政権打倒へ向けて行動しなかったの

であろうか。Zahid［2010］，Elshobaki［2012］，

Tadros［2012］など最近の同胞団を対象とする

研究は，ムバーラク政権下の同胞団の政治思想

や政治活動について詳述している。しかし，政

治領域以外の同胞団の諸側面にまで踏み込んで

おらず，また同胞団内部の諸要因がムバーラク

政権との関係に及ぼした影響についても十分な

議論を行っていない。また， Kienle［2001］，

Kassem［2004］，Rutherford［2008］などムバー

ラク政権の権威主義的な政権運営について論じ

る研究は，ムバーラクの政権運営を主たる議論

の対象としているため，同胞団に関する記述は

政治活動が中心であり，同胞団の他の活動や内

情にまでは詳しく踏み込んでいない。

後述するように，同胞団では内部要因が政治

活動に大きな影響を与えてきたが，これまでの

研究ではそれは十分には議論されてこなかった

といえよう。そこで，本稿では同胞団研究の空

白を埋める試みとして，なぜ彼らがムバーラク

政権への挑戦に慎重な姿勢を保ったのかについ

て，1980年代以降の同胞団について組織内の状

況を明らかにすることで考察を行いたい。具体

的には，第Ⅰ節では，ムバーラク政権の反体制

派対策について考察する。第Ⅱ節では，同胞団

の組織構造について概観する。第Ⅲ節では，ム

バーラク政権の同胞団対策との関係を念頭に，

同胞団の内部事情を明らかにする。第Ⅳ節では，

それらを踏まえ，上述の問いの解明を目指す。

Ⅰ　ムバーラク政権の反体制派対策

１．ムバーラクの政権運営

1981年のサーダート（Muḥammad Anwar al-Sādāt，

在任1970～81年）大統領暗殺事件後，当時副大

統領だったムバーラクが後継の大統領となった。

ムバーラクは大統領就任当初，政権の正統性の
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源として「合法性」を重視する政治姿勢を採用

し，法による支配を強調した。サーダート政権

末期の反対派に対する強硬政策の継承ではなく，

政治対話に基づく国民的和解を模索したため，

野党や同胞団などの活動も活発化した［伊能 

1993, 156-157; 小杉 1994, 257］。1980年代のエジ

プトでは，限定的ながらも政治的自由化が進め

られたのである。

しかし，1990年代に経済危機へ対応するため

ムバーラク政権は，国際通貨基金（IMF）との

合意に基づき構造調整政策を進め，補助金削減

や国営企業民営化などを実施した。そのため，

国民の生活悪化にともなう不満がエジプト社会

に高まった。公共サービス・補助金の削減や国

営企業の民営化などが進められた結果，「デモ

などの政治的権利をある程度制限する代わりに，

国家が国民の生活を保障し社会・福祉サービス

を提供する」という国家と国民の間の「暗黙の

契約」が放棄される事態となった［鈴木 2008, 

74-77］。

経済状況の悪化にともない国民の不満が高ま

るなか，ムバーラク政権は1981年以来続く非常

事態令の下で，権威主義的な性格を強め，反対

派の声を封じ込めようとした。同政権が非常事

態令の運用に依存した結果［伊能 2008, 50; 鈴木 

2008, 75］，同国の政治的自由化は大きく後退し

た。また，NGO規制強化や報道法改正など政

治的自由の規制が導入され［Sullivan and Abed-

Kotob 1999, 130; Fahmy 2002, 123-124; Langohr 2004, 

193-197］，国家による社会統制が強化された。

また，この時期には，「イスラーム集団（al-

Jamāʻa al-Islāmīya）」や「ジハード団（Jamāʻa al-

Jihād）」など暴力による政権打倒を辞さない急

進的なイスラーム主義運動の台頭もみられた。

彼らの暴力的な反体制活動は，ムバーラク政権

が体制維持に関する危機感を強める一因となっ

た［長沢 1997, 92］。これに対し，同政権は1990

年代後半に徹底的な取り締まりによって，暴力

的な反体制活動を壊滅へ追い込んだ。その結果，

急進的なイスラーム主義運動による体制への挑

戦は失敗した。

ムバーラクの権威主義的な政権運営は2000年

代も続いたが，2005年に民主化運動がエジプト

で高まりをみせたため，一時的に緩和された。

2004年末に結成された「キファーヤ（Kifāya）

運動」が民主化要求・反ムバーラクのデモを先

導し，2005年には同胞団や公認野党なども合流

し，民主化運動は都市部を中心に拡大した［横

田 2006, 183-186; Shahin 2010, 107-108］。国民の間

に民主化要求が高まるなかで，2005年の憲法改

正により，初めて複数候補者に対する国民の直

接投票による大統領選挙が行われた［横田 

2006, 187-189］。また，2005年の人民議会選挙は

それまでと比較して自由な選挙であり，無所属

候補者を擁立した同胞団が88議席を獲得するな

ど，反体制派は躍進を遂げた。

しかし，2005年末以降，反体制派の台頭を警

戒したムバーラク政権は，再び反体制運動に対

して強硬な姿勢を取るようになった。体制によ

る抑圧の意志の強化は，民主化運動を進める野

党・反体制運動にとっては，政治的機会の制約

要因となった。これ以降，政権崩壊の時に至る

まで，ムバーラク政権は反体制運動への抑圧政

策を強化した。2007年には，大統領立候補要件

の制限など，政権に有利な全37条に及ぶ大幅な

憲法改正を行った［鈴木 2007, 73-84］。2007年の

シューラー議会選挙，2008年の地方人民議会選

挙，2010年シューラー議会選挙および人民議会
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選挙では，反体制派への激しい弾圧が行われ，

国民民主党（al-Ḥizb al-Waṭanī al-Dīmuqrāṭī，英語

表記は National Democratic Party: NDP）が大勝した。

政権による大規模な選挙介入・不正が繰り返さ

れ，国民の間にムバーラク政権への不満・不信

感が急速に募った。また，2006年以降は，工業

都市マハッラ・アル＝クブラー（al-Maḥalla al-

Kubrā）での大規模な労働争議に代表されるよ

うに，エジプト各地で労働者による抗議活動が

頻発するようになった。最終的には，青年運動

に先導された多数の市民による反政府デモを統

制することができず，ムバーラク政権は崩壊に

至った［横田・ダルウィッシュ 2012］。

２．ムバーラク政権による反体制派のコオプ

テーション

ムバーラク政権下のエジプトの統治構造は，

「行政府の頂点に位置する大統領に権限が集中

する政治体制」と言い表された［伊能 2001, 

189］。ムバーラク政権の反体制派対策について

先行研究の多くは，同政権が暴力的手段だけで

なく，それ以外の方策をもって反体制運動の台

頭を抑制してきたと説明してきた（浜中［2009b］，

Albrecht［2007］，Brownlee［2007］などを参照）。

その代表的な論者のラスト＝オカルは，「競合

構造（Structure of Contestation: SoC）」という分析

枠組みを用いて，ムバーラク政権の存続につい

て議論を行っている［Lust-Okar 2005］。

それによれば，体制に属する政治エリートは，

体制の小規模な変革を求めるとみなす「穏健派

（moderates）」と，大規模な変革を求めるとみな

す「急進派（radicals）」とに，反体制運動を区

別する。そして，前者を合法的な公認野党とし

て「公的政治領域（Formal Political Sphere）」に

包摂し，後者を非合法として排除することによ

り，反体制運動を分断して体制安定化・存続を

図る「分断型競合構造（Divided SoC）」を制度

化している。公認野党は体制によって懐柔され

ていると国民にしばしば認識され，「公的政治

領域」から排除されている反体制運動に比べ，

広範な支持を獲得できない傾向がある。エジプ

トにおいては，動員力の脆弱な反体制運動を公

認野党として「公的政治領域」へ取り込むこと

（コオプテーション），そして強固な動員力を有

する最大の挑戦者である同胞団を非合法組織と

して排除することが，ムバーラク政権の基本政

策であったとされる。なお，政党に対する合法

性の付与は，「政党法（1977年法第40号）」に従っ

て判断された［Fahmy 2002, 67-68］。

また，ラスト＝オカルによれば，「分断型競

合構造」のなかで，公認野党は「公的政治領

域」に包摂されることにより，合法政党として

の政治活動の一定の自由という選択的誘因

（selective incentive）を付与される。その利益の

保持のために，体制による制約と支持者からの

要求とを両立させる必要が生じる結果，公認野

党の挑戦は体制の許容する範囲内で行われる。

そして，公認野党は体制の定める「ゲームの

ルール」の下での利益拡大に関心を抱き，体制

との関係に配慮するようになるとされる。「ゲー

ムのルール」とは，反体制運動の合法的活動に

対する許容条件として政権側が定めるものであ

る［Vairel 2011, 34］。一方，体制により「公的

政治領域」から排除され，コオプテーションの

対象とならない反体制運動は，体制から利益を

得ることができない［Lust-Okar 2005, 68, 82-89］。

この公認政党と非合法反体制運動の間の選択的

誘因の差異が，反体制運動間の協力関係構築に
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も影響を与え，体制への一致団結した挑戦を困

難にしているとラスト＝オカルは論じる。

ムバーラク政権の同胞団対策を考える上で，

政権に属する支配エリートによる反体制派のコ

オプテーションの議論は有用な視座を提供して

いる。ムバーラク政権下で非合法組織であった

同胞団は，メンバーを無所属議員として人民議

会に送り込むことが容認されるなど限定的なコ

オプテーションがみられたが，原則的には非合

法組織として「公的政治領域」からは排除され

ていた。しかし，同胞団は基本的には，体制の

定めるゲームのルールのなかで活動した。この

ルールは，政権と反体制運動の関係性や社会状

況によって変化するが，エジプトでは究極的に

は，既存支配体制を揺るがしかねない行動を取

らないこと，つまりムバーラク政権打倒へ向け

た活動をしないことであった。

2000年代まで，ムバーラク政権に対する異議

申し立てを先導したのは，同胞団であった。ム

バーラク政権は，1990年代に急進的なイスラー

ム主義運動の壊滅に成功し，また上述のように

既存野党の取り込みに成功していた。エジプト

国内において，政権への挑戦者となりうる政治

アクターは同胞団だけであったと言っても過言

ではない。そのため，ムバーラク政権は同胞団

の非合法状態を継続することにより，その政治

的台頭を未然に防止することに努めた。

３．政権のコオプテーションをめぐる問題

1980年代，非合法状態の継続する同胞団は，

人民議会へメンバーを無所属議員として送り込

むことを容認された。その議席数は，1984年選

挙で公選議席448議席中８議席であった。1987

年選挙では，同36議席であり，実質的な最大野

党となった。しかし，同議会では，与党 NDP

が圧倒的多数を占めていた。また，1990年選挙

はボイコットにより獲得議席なし，1995年選挙

では政権の選挙介入により公選議席444議席中

１議席，2000年選挙では再び最大野党となった

が同17議席のみであった。同胞団は人民議会で

イスラーム法施行の主張などを行ったが，NDP

が圧倒的多数を占める議会で自らに有利な成果

を上げたとは言い難いものであった。

2005年の人民議会選挙では，同胞団は公選議

席444議席中88議席を獲得する躍進を果たした。

招集後の人民議会では，アクラム・シャーイル

（Akram al-Shāʻir）が保健・環境委員会副委員長

に選出された。これに対して，同胞団は同胞団

系議員への配分ポストが少ないと反発した（注２）。

また，同胞団系議員は無所属議員の立場では

あったが，ムハンマド・サアド・カタートゥ

ニー（Muḥammad Saʻd al-Katātnī）を代表に会派

を形成し，新ワフド党などの諸野党との協力の

なかで議会活動を行った。当時の同胞団最高指

導者ムハンマド・マフディー・アーキフ

（Muḥammad Mahdī ʻĀkif，在任2004～10年）は，

「我々（同胞団と諸野党）は協力しなければ何も

達成できない。我々は少数派であるからだ。

（中略）我々が人民議会で少数派である限り，

我々は議決に影響を及ぼすことはできない」と

述べ［Howeidy 2005］，NDP が優勢な人民議会

での活動の限界について言及している。実際，

非常事態令更新や2007年の憲法改正など自らに

不利な議決を覆すことはできず，2006年以降の

政権による同胞団弾圧に対して有効な対処も取

れなかった。同胞団の非合法状態を解消するこ

ともできなかった。また，2010年の人民議会選

挙では，政権による不正行為に反発した同胞団
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は選挙ボイコットを選択し，人民議会での議席

を喪失した。

ラスト＝オカルの議論は，ムバーラク政権の

反体制派対策に対する有益な視座を提供してい

る。しかし，浜中［2009a, 35］が述べるように，

同政権下で最大の反体制運動であった同胞団に

ついて明確な議論を行っていないという問題点

を指摘できる。

新ワフド党（Ḥizb al-Wafd al-Jadīd）などの諸野

党は，公認政党としての活動が許可され，また

政権が主導した「国民対話」への参加も認めら

れた（注３）。ムバーラク政権下の「分断型競合構

造」では，合法政党としての政治活動の一定の

自由という選択的誘因が，反体制運動に対して

提示された。

しかし，同胞団には政治活動の一定の自由が

黙認されたものの，合法性という選択的誘因は

与えられなかった。同胞団は非合法状態に置か

れ続け，国民対話への参加も拒まれた。非合法

組織であるがゆえに，しばしば政権による厳し

い弾圧も受けた（注４）。「分断型競合構造」では，

選択的誘因を与えられる運動と与えられない運

動とに分断され，両者がいわば二項対立的にと

らえられている。しかし，非合法組織である同

胞団はその中間的な存在であるととらえること

が可能で，ゲームのルールに従うに値する選択

的誘因を付与されているのか否かが明確ではな

い。

1940～50年代とは異なり，ムバーラク政権下

の同胞団は政権による弾圧を甘受し，ゲームの

ルールに従った。しかし，ムバーラク政権が続

く限り，同胞団が非合法状態を解除され，公認

政党として完全に取り込まれる見通しはなかっ

た。実際に，そうした事態も起こらなかった。

こうした閉塞的な状況下で，なぜ同胞団は他の

野党よりも少ない選択的誘因に満足し，ゲーム

のルールに従ったのであろうか。政権の定める

ゲームのルールに従う同胞団にとって，政権か

らの弾圧を甘受することに見合うほどの選択的

誘因はあったのであろうか。

上述のように，2011年の「１月25日革命」で

は，青年運動が反政府デモの先導役となった。

これについて，酒井はパーサスの政治関連エ

リート（PRE）の議論［Perthes 2004］を援用し，

「権威主義体制がコオプテーションの対象とす

る層の外側に，政権の行く末に影響力を持つ勢

力が出現した」と述べ，それが既存の公認野党

や運動によらない「民衆革命」の新しさをもた

らしたと指摘している［酒井 2011, 42-43］。実際，

同胞団は政権崩壊がほぼ確実視されるまで静観

姿勢を維持したため，反政府デモに乗り遅れる

こととなったが，なぜ同胞団は乗り遅れたので

あろうか。換言すれば，なぜ政権崩壊が確実視

されるまで静観するほどの選択的誘因を同胞団

は有していたのであろうか。

本稿では，この問いを考察するためには，こ

れまで十分に検討されてこなかった同胞団の内

部要因に着目する必要があると考える。これは，

次節以降で検討するように，同胞団の政治活動

が組織内部の諸要因に強く規定されるためであ

る。1940～50年代の同胞団が内部対立から政権

打倒へ向かったように，ムバーラク政権下の同

胞団は内部要因から政権打倒に慎重であった可

能性が考えられる。

Ⅱ　ムスリム同胞団の組織構造

ムバーラク政権下の同胞団は，人民議会への
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進出を行うと同時に，病院経営，出版事業，学

校運営，企業経営，相互扶助組織運営など多種

多様な社会慈善活動を行っていた。新ワフド党

などの他の公認野党とは異なり，エジプト社会

でさまざまな活動を展開する運動であった。こ

れは，創設者ハサン・バンナー（Ḥasan al-Bannā，

1906～49年）の時代からの同胞団の特徴であっ

た［横田 2006, 37-39］。創設以降，同胞団は包括

的な社会改革によって，イスラーム法施行とイ

スラーム国家樹立という目標を達成しようと努

めてきたが，それはしばしば時の支配エリート

への挑戦を伴うものであった。

本稿では，同胞団の組織構造を理解するため

に，同胞団の活動について，政治活動と社会活

動に大別して議論を行いたい。両者を厳密に区

分することは難しいが，前者は人民議会での活

動など政治的成果を求める活動，後者は社会奉

仕・教育・相互扶助など直接的な政治的成果を

求めない活動として，大きく区別したい。同胞

団は，組織目標を実現するために政治活動と社

会活動を両輪とする社会運動としてとらえるこ

ともできよう。

同胞団の社会活動が創設以来の歴史を有する

のに対して，職能組合や人民議会への進出など

の政治活動が本格的に開始されたのは1980年代

であった。政治活動と比較し，社会活動は長い

歴史と実績をもっており，それが同胞団の組織

構造にも影響を与えている。つまり，政治活動

と社会活動は，同胞団において同じ規模のもの

ではない。

誤解を恐れずに同胞団を一言で表現するなら

ば，社会活動という大きな土台がまず存在し，

それを基盤に政治活動が行われている運動と言

えよう。同胞団最高指導者顧問（当時）であっ

たアブドゥルハミード・ガザーリー（ʻAbd al-

Ḥamīd al-Ghazālī）は，「同胞団の組織構造の基礎

は，さまざまな社会奉仕活動を通じて国内に張

り巡らされた社会的ネットワークである。政治

活動は非常に重要だが，それはあくまでも政治

局が担う同胞団の活動の一部である。組織内で

は，社会活動の方が規模が大きく，多数のメン

バーが関係している」と筆者に説明した（注５）。

図１に示されるように，同胞団では社会活動が

組織としての活動の基礎をなしており，社会活

動を通じて構築された社会的ネットワークに依

拠して政治活動が行われている。

同胞団の医療奉仕活動の主翼を担うイスラー

ム医療協会（al-Jamʻīya al-Ṭibbīya al-Islāmīya）は，

社会活動と政治活動の関係を考える上で，興味

深い事例を示している（注６）。2004年，筆者がイ

スラーム医療協会所属のファールーク病院を訪

問した際，病院関係者は同協会と同胞団とは別

組織であると説明した。実際，イスラーム医療

協会は NGOの活動を規制する1964年法第32号

に従い（注７），医療奉仕活動を目的とする民間慈

善団体として，1977年に社会問題省に登録され

ており，公式には同胞団とは無関係の組織で

あった。

しかし，同協会の運営評議会には当時の同胞

団指導局メンバーのアブドゥルモネイム・ア

ブールフトゥーフ（‘Abd al-Mun‘im Abū al-Futūḥ）

が名を連ねていた。来院者の多くもファールー

ク病院を同胞団の医療施設であると認識してい

た。また，「同胞団の理念には共感を抱くが，

私はイスラーム医療協会所属の医師である」と

述べていたガマール・アブドゥッサラーム

（Jamāl ʻAbd al-Salām）院長は，2005年人民議会

選挙で同胞団の擁立候補として立候補した。ア
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ブドゥッサラームは社会活動で培った知名度を

背景に立候補したのだが，このような事例は他

にもみられた（注８）。この事例からうかがえるの

は，公式には同胞団とは別組織の社会活動で

あっても，実際には同胞団の社会的ネットワー

クを支えていることである。議会選挙など政治

動員が必要な局面では，同胞団の社会活動がエ

ジプト社会で構築したネットワークが，同胞団

の政治活動を支える基礎として機能している。

社会活動の支えなくして，同胞団の政治活動は

十分に機能しないといえよう。

実質的には同胞団に属する社会活動が同胞団

との公式関係を否定する背景には，同胞団の非

合法状態を指摘することができる。政治活動や

同胞団指導部などが政権の弾圧を受けた場合で

も，公式には無関係の組織とすることで，同胞

団活動の基礎をなす重要な社会活動を守ろうと

したと考えられる。また，ムバーラク政権下で

は，公共サービスの不足を同胞団の社会活動が

補っていたこともあり，同胞団の社会活動は基

本的に合法的な地位を獲得していた。たとえば，

政権が政治活動に従事する同胞団メンバーを厳

しく取り締まる一方で，イスラーム医療協会は

通常通りの活動を継続していることがしばしば

みられた［横田 2006, 168-169］。

Ⅲ　ムスリム同胞団の内部対立

――社会活動と政治活動――

１．1990年代までのムスリム同胞団

社会活動が政治活動を支えるという組織構造

からも分かるように，同胞団内では伝統的に社

会活動を担うメンバーが強い発言力を有してき

た（注９）。しかし，ムバーラク政権下では，同胞

団を取り巻く政治環境の変化に応じて，両者の

力関係にも変化がみられた。

同胞団では，1928年の創設からしばらくの間，

社会活動が活動の中心であった。しかし，1939

年の第５回総会において，バンナーが同胞団を

「政治組織（hay’a siyāsīya）」として定義した後

は［al-Bannā 1992, 122-123］，社会活動で築いた

社会的ネットワークを基盤に本格的な政治活動

図１　ムバーラク政権下の同胞団の組織構造

支持

動員

政治
活動

同胞団

＜合法＞ ＜非合法＞

同胞団の社会活動は，多数の独立
した社会活動組織から成り立つ。

（出所）筆者作成。

社会活動
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に乗り出した。1940年代，デモや集会など街頭

行動による政治的要求を強め，1945年にはバン

ナーら主要メンバーが議会選挙に立候補した

［Mitchell 1969, 33］。政治活動が活発化するのに

ともない，同胞団と政権との対立が激化した。

同胞団の「秘密機関（al-Niẓām al-Sirrī）」が組織

防衛のために暴走し，政府要人の暗殺を実行す

る事態になり［横田 2006, 44-46］，最終的にはバ

ンナーは秘密警察によって暗殺された。その後，

1952年革命を経て権力を掌握したナセル率いる

革命政権は，1954年に同胞団を非合法化し，苛

烈な弾圧を加えた。その結果，多数のメンバー

が投獄された同胞団は，1950～60年代に組織壊

滅状態へ陥った。

1970年代，同胞団はサーダート政権下で活動

再開を黙認された。その際に同胞団の活動の中

心となったのは，社会活動であった。ナセル政

権期に獄中生活を経験した同胞団指導部は，政

権との衝突に至りかねない政治活動に慎重な姿

勢を取り，社会活動を優先した。1973年に最高

指導者に就任したウマル・ティリムサーニー

（ʻUmar al-Tilimsānī，在任1973～86年）の指導下，

多様な社会活動が再開され［飯塚 1996, 108-109］，

同胞団は組織再建に成功した。

1980年代，ティルムサーニーは同胞団が進む

べき次の段階として，政治活動の再開を目指し

た。まず，同胞団は職能組合への進出を目指し，

多数の組合で主要勢力となった［Wickham 2002, 

183-199］。職能組合で成功を収めつつあった同

胞団は，次いで人民議会への進出を目指した。

1983年，ティリムサーニーは同胞団とは別組織

として新政党を設立する計画を指導部に諮った。

非合法組織のままでは選挙に参加できないので，

新たに公認政党を結成しようという考えであっ

たが，メンバーの激しい反対により頓挫した

［Pargeter 2010, 45］。その後，ティリムサーニー

は新ワフド党と選挙連合を結成することで，選

挙参加への道を開いた。同党の比例名簿から同

胞団メンバーが立候補し，８人が当選する成果

を収めた。1980年代半ばに始まる政治参加は，

それまで社会活動を中心としてきた同胞団が，

政治という新たな分野へ活動を拡大した過程と

して理解できる。

当時の同胞団指導部は，後に最高指導者に就

任するムスタファー・マシュフール（Musṭafā 

Mashhūr，在任1996～2002年）やマアムーン・フ

ダイビー（Muḥammad al-Ma’mūn al-Huḍaybī，在任

2002～04年）などバンナー期以来の古参メン

バーが中心であったが，ティリムサーニーは若

手メンバーの登用に積極的な姿勢を示した。若

手メンバーの多くは，主に1950年代に生まれ，

1970年代に大学での学生運動を経てから同胞団

に参加した「70年代世代」と呼ばれる人々であ

る。アブールフトゥーフ，イサーム・イルヤー

ン（‘Iṣām al-‘Iryān），アブー・アラー・マー

ディー（Abū al-ʻAlā Māḍī），ムハンマド・ア

リー・ビシュル（Muḥammad ‘Alī Bishr）などが

代表的人物である。1980年代以降，同胞団の政

治活動を主に担ったのは，この「70年代世代」

であった（注10）。他方，古参メンバーは，教育・

ダアワ（da‘wa，教宣）や社会慈善活動など社会

活動で活躍した。

タラアト・ルマイフは『ワサトと同胞団』に

おいて，古参メンバーと「70年代世代」の経歴

の差が同胞団活動に対する考え方に影響を与え

ているとする。古参メンバーの多くはナセル政

権と対決した「秘密機関」出身であり，彼らの

秘密機関や牢獄生活での経験は，政治活動に直
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接寄与するものではない。一方，学生運動に加

わった「70年代世代」は，大学自治会選挙にお

いて選挙活動の実務経験をしており，当選後に

は大学内において自治会運営や，反対派学生と

交渉するなどの実務的な経験を積んでいた

［Rumayḥ n.d., 111-113, 169-172］。教育・ダアワ活

動など伝統的な社会活動に従事する古参メン

バー，1980年代に新しく始まった政治活動に従

事する「70年代世代」という分業体制が次第に

みられるようになった。

２．1990年代における同胞団の内部対立

1980年代以降，同胞団では古参メンバーと

「70年代世代」との間で，内部対立が激化した。

「70年代世代」が政治活動の経験を積んで発言

力を増したが，依然として指導部が古参メン

バーにより占められていたことから，同胞団内

で世代間対立が顕在化したのであった。中堅・

若手メンバーにも開かれた意思決定を求める

「70年代世代」の主張は，同胞団内の改革を求

める動きとなった。そのため，「70年代世代」

は「改革派」，古参メンバーは「保守派」と呼

ばれることも多い。ティリムサーニーは，この

改革派を支援することで，組織改革と政治活動

に慎重な保守派に対抗しようとした［Soage and 

Franganillo 2010, 43-44］。しかし，1986年のティ

リムサーニーの死去にともない，保守派が再び

発言力を回復することとなり，指導部では保守

派が優勢となった。

1990年代，ムバーラク政権の反体制派対策は

抑圧的なものとなった。1980年代に政治的台頭

を果たした同胞団に対しては，非合法組織であ

るという理由から，メンバーの逮捕・投獄や資

産凍結などの弾圧が加えられた。この事態を受

けて，同胞団内では，組織の法的脆弱性の根源

である非合法状態の解消をめぐって，保守派と

改革派の間で路線対立が生じた［横田 2006, 118-

119］。1980年代後半～90年代前半，同胞団の改

革派は非合法状態解消の方策として公認政党設

立に向けて動いたが［Soage and Franganillo 2010, 

43-44］，保守派は時期尚早としてこれに慎重で

あり，政治活動の現状維持と社会活動の拡充を

主張した。宗教政党を禁じる政党法（1977年法

第40号）第４条の規定上（注11），同胞団の政党設

立が困難であったことも，保守派の慎重姿勢の

理由であった。1996年には，改革派主要メン

バーのマーディーが「ワサト党（Ḥizb al-

Wasaṭ）」設立へ動いたが，やはり保守派の強い

反対から計画は頓挫し，マーディーら16人が同

胞団を脱退する事態となった［横田 2006, 117-

122］。この脱退騒動は，同胞団の指導体制をめ

ぐる世代間対立も一因であり［横田 2006, 115-

117］，社会活動に従事する古参メンバーを中心

とする保守派と，政治活動に従事する「70年代

メンバー」を中心とする改革派の間で，内部対

立が先鋭化したことがうかがえる。

これ以降，同胞団内では社会活動を重視する

一方，政治活動については，政党設立の強行な

ど急進的な動きを控えつつ現状維持を図るとい

う方針が定着した。ここには，政権との対立を

招きかねない政治活動を抑制し，組織基盤であ

る社会活動を守ろうとする保守派の意向がうか

がえる。これは，社会活動を通じて同胞団支持

者を拡大し，社会から政権への異議申し立てに

より政権の抑圧や社会統制を緩和させ，非合法

状態解消に有利な政治的機会を徐々に拡大する

漸進的な試みとも理解できよう。いずれにせよ，

同胞団は，激しさを増す弾圧のなかで政権との
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対立を回避し，ゲームのルールに従うことを選

択したのであった。

３．2000年代のムスリム同胞団

ティリムサーニーの死後，同胞団最高指導者

は社会活動出身の保守派メンバーが続いた。し

かし，2004年にアーキフが第７代最高指導者に

就任したことにより，政治活動を担う改革派の

復権がみられ，同胞団内部での力関係に変化が

生じた。就任当時のアーキフは75歳という高齢

であったが，公認政党設立について積極的に取

り組むなど，改革派に近い人物であった。第一

副最高指導者には，同じく改革派に近いムハン

マド・ハビーブ（Muḥammad Ḥabīb）が就任した。

就任間もなく，アーキフは「改革イニシア

ティヴ（Mubādara al-Murshid al-‘Āmm li-l-Ikhwān 

ḥawla al-Mabādi’ al-Āmma li-l-Iṣlāḥ fī Miṣr）」を発表

した（注12）。そこで示されたのは，政治改革の優

先であり，同胞団の政治活動の強化が主張され

た。エジプト政治の民主化を進めることで，同

胞団を政党政治の一部として取り込めるような

政治環境を創出し，非合法状態を解消させよう

とする意向も指摘できる。また，2004年刊行の

『ムフタール・イスラーミー（al-Mukhtār al-

Islāmī）』誌の第258号において，アーキフは公

認政党設立についても，「もし状況が許すなら

ば，我々は政党結成を考えている」と述べ，前

向きな姿勢を示した（注13）。

アーキフの政治活動優先の方針は，当時の政

治状況に適したものとなった。2004年末にキ

ファーヤ運動が登場し，エジプト各地で民主化

要求運動が高揚したためである。ムバーラク政

権も大統領選出方法の改正など一定の政治的自

由化でこれに応じ，エジプトでは諸政党・運動

の自由な政治活動がある程度許容された。この

ような状況下，アーキフはハビーブの協力の下，

イルヤーンやフトゥーフなど改革派幹部を重用

し，政治活動を拡大した。彼らは，キファーヤ

運動や諸野党の連携を進め，2005年人民議会選

挙での躍進を果たした。

また，アーキフ指導下の同胞団では，イス

ラーム法の全面施行という従来の政治的主張か

らの変化がみられた。改革イニシアティヴや

2005年人民議会選挙綱領などでは，イスラーム

法施行は必要であるとの原則的立場を堅持しつ

つも，具体的各論部分では改革方針を規定する

「準拠枠」へと，イスラーム法の位置付けが変

化している。たとえば，2005年選挙綱領では綱

領全体の準拠枠として，「イスラーム的権威（al-

marja‘īya al-Islāmīya）」と「民主主義的メカニズ

ム（al-ālīyāt al-dīmuqrāṭīya）」が挙げられてい

る（注14）。ここには，イスラーム法施行に懸念を

抱く新ワフド党など世俗主義政党との連携を模

索する改革派の現実的な判断がうかがえる。こ

れは，バンナー期以来の原則論から，柔軟な現

実主義への移行ともいえよう。

2005年人民議会選挙での躍進は，アーキフの

政治優先路線の成果であり，同胞団内における

改革派の復権をもたらした。それにともない，

同胞団で政治活動に従事する改革派の発言力は

相対的に向上し，保守派は一時発言力を低下さ

せた。

４．2006年以降のムスリム同胞団

しかし，同胞団内における改革派の台頭は長

くは続かなかった。2006年以降，ムバーラク政

権は再び政治的自由化を後退させ，同胞団に対

する抑圧を強化したため，改革派の主導する政
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治活動が行き詰まったためである。

人民議会選挙で躍進した同胞団に対して，ム

バーラク政権は幹部を含む数千人規模の同胞団

メンバーの大量逮捕，関連団体の資産凍結，メ

ンバーに対する軍事裁判という強硬手段を取っ

た。アブールフトゥーフやイルヤーンなど多数

の改革派の主要メンバーも逮捕される事態と

なった。また，2007年のシューラー議会選挙，

2008年の地方人民議会選挙，2010年シューラー

議会選挙および人民議会選挙では，反体制運動

への大規模弾圧など抑圧的政策が取られ，NDP

が大勝した。

こうした力による弾圧に加え，2006年以降は

法改正による体制維持・強化の試みも顕著と

なった。2006年には非常事態令の２年間の更新

が決定され，その後も政権崩壊まで更新が行わ

れた。同年には，司法権法改正や報道法改正も

なされたが，いずれも政権に有利な改正であっ

た［横田2007a, 27-29］。さらに，2007年の憲法

改正では，宗教政党の禁止が明記された［鈴木 

2007］。これは明らかに同胞団の政党設立の阻

止を目的とする改正であった。宗教政党を禁じ

る政党法により同胞団の政党設立はすでに困難

であったが，この憲法改正によって公認政党設

立を目指す改革派の動きはほぼ完全に頓挫した。

このように，改革派主導の政治活動は大きな

困難に直面した。また，政治的躍進を果たした

同胞団に対して報復ともいうべき弾圧が行われ

るなかで，社会活動にまでその影響が及ぶこと

を懸念した保守派は復権に向けて動きだした。

2007年，同胞団内部資料の「同胞団政党綱領

試 案（Barnāmaj Ḥizb al-Ikhwān al-Muslimīn: al-Iṣdār 

al-Awwal）」（注15）が流出する事件が起こった。大

統領職を男性ムスリムに限定する条項や，議会

の諮問機関としてウラマー（イスラーム法学者）

評議会の設立を求める内容が，同胞団のもつ宗

教性・保守性の証拠だとしてエジプト国内で注

目を集めた。これに対して，保守派主導で作成

された試案は同胞団全体の見解ではないとの批

判が改革派から上がったが［Brown and Hamzawy 

2008, 6-9］，このことからは保守派の政治活動へ

の介入を指摘できよう。

また，2009年には最高指導者アーキフの辞任

騒動が起こった（注16）。古参幹部ムハンマド・ヒ

ラール（Muḥammad Hilāl）の死去により指導局

に欠員が生じたため，アーキフが改革派のイル

ヤーンを昇格させようと指導局に諮ったが，保

守派の反対で拒絶された。政治活動に積極的な

イルヤーンを快く思わない事務局長マフムー

ド・イッザト（Mahmūd ʻIzzat）ら保守派は彼の

昇格に強く反対した。かねてから保守派の発言

力増大に不満を募らせていたアーキフはこれに

激怒し，自らの辞任と第一副最高指導者ハビー

ブへの後任を言い残して退席したとされる（注17）。

同胞団は速やかにアーキフ辞任を否定する声明

を発表したが（注18），このときのイルヤーンの指

導局入りは見送られたことからも，保守派の発

言力の強さがうかがえる。

また，2010年１月には，アーキフの辞意を受

けて，新たな最高指導者としてムハンマド・バ

ディーウ（Muḥammad Badī‘）が選出された。彼

は，同胞団の急進的なイデオローグのサイイ

ド・クトゥブ（Sayyid Quṭb，1906～66年）と活

動を共にし，懲役刑に服したことがある。主に

教育・ダアワ活動に従事してきた経歴をもつ保

守派の有力メンバーであった。彼の最高指導者

就任にともない，アーキフは指導局メンバーに

戻った。また，アーキフを支えたハビーブやア
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ブールフトゥーフは指導局メンバーから外れ，

指導局では保守派の優勢が強まった。

この結果，同胞団指導部は社会活動を重視す

る保守派が再び優勢な状況となった。なお，保

守派は社会活動を重視したが，政治活動を完全

に否定していたわけではなかった。社会活動に

悪影響を及ぼすような政治活動には慎重であっ

たという理解がより適切であろう。保守派に

とっても，政治活動を通じて社会改革を進める

ことや，同胞団の理念を社会に広く訴えかける

ことは，社会活動の発展・強化に貢献すること

であった。2010年人民議会選挙への参加に対し

て，同胞団の意思決定機関であるシューラー評

議会で98パーセントが参加支持へ投票したよう

に［Howeidy 2010］，政治参加継続を求める声は

メンバーの間で根強いものであった。それを受

けて，2010年のシューラー議会選挙や人民議会

選挙には参加したが，政権の弾圧・不正行為に

抗議して選挙ボイコットをした結果，議席を獲

得することはできなかった。同胞団の政治活動

がほぼ行き詰まる中で勃発したのが，2011年の

「１月25日革命」であった。

Ⅳ　考察

本節では，「分断型競合構造」と同胞団内部

の諸要因に注目して，同胞団がなぜムバーラク

政権打倒へ向かわなかったのかを検討する。

コオプテーションの議論において，反体制派

は公認政党としての政治参加に選択的誘因を見

出し，政権の定めるゲームのルールに従う。エ

ジプトの新ワフド党などの既存野党は，まさし

くその好例であった。一方，政治参加ではなく

政権打倒を求める青年運動や生活改善を求める

労働運動には，従来の合法性付与という選択的

誘因は機能せず，彼らの求める生活改善も実現

されなかった。それゆえ，ムバーラク政権は彼

らを取り込むことができず，政権崩壊に至る反

政府デモを統制することができなかった。

同胞団は，公認野党と比較して得られる選択

的誘因が小さく，青年運動や労働運動と異なり

一定の選択的誘因を見出していた。いわば，

「分断型競合構造」において中間的な位置にあ

るようにも見える同胞団については，どのよう

に考えればよいだろうか。ここで重要になって

くるのが，同胞団の社会活動であろう。

これまで検討したように，同胞団では，社会

活動は政治活動よりも規模が大きく，また同胞

団の組織基盤となる広範な社会的ネットワーク

を構築する手段でもある。確かに，同胞団はム

バーラク政権により非合法状態に置かれ続け，

公認政党を同政権下では設立することができな

かった。「公的政治領域」において，ムバーラ

ク政権は，同胞団に対する限定的なコオプテー

ションしか行わなかったのである。

一方，政権による政治活動への弾圧が行われ

ている際にも，公式には別組織とされる同胞団

の社会活動の多くはその活動が公に認められて

いた［横田 2006, 84-92］。同胞団の社会活動に注

目するならば，ムバーラク政権は同胞団の合法

性を認めていたこととなる。上述のように，

1964年法第32号に従い社会問題省に登録されて

いたイスラーム医療協会はその好例である。

エジプトにおける社会慈善事業の合法性の有

無は，NGOを規制する法律によって規定され

ている。エジプトでは，国民の政治参加の手段

として機能していた NGOに対して，国家は一

貫してそれらの支配を試みてきた［鈴木 2001b, 
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210］。ムバーラク政権は1964年法第32号を改正

し，NGOに対する規制・監督を強化した。す

なわち，1999年法第153号の制定により，規制

対象となる NGO の範囲を拡大し，NGO の政

治活動を禁止した［鈴木 2001b, 215］。また，

2002年法第84号の制定により，非公認 NGOを

排除することを試み，「国民統合への脅威」や

「公共の秩序・道徳の侵犯」とみなされる NGO

を社会問題省が解散する規定を設けた［Elbayar 

2005, 7-11］。公式には同胞団本体とは別組織と

して活動していた同胞団の社会活動諸組織は，

これらの法に従って合法性を付与され，活動の

自由を認められた。

ムバーラク政権は，「公的政治領域」では政

党法（1977年法第40号）に従って反体制運動へ

の合法性の有無を判断した。他方，NGOに対

しては，一連の NGO規制法に従って合法性を

判断していた。つまり，NGOが反体制的な政

治活動を行わない見返りに，政権は「公的社会

領域」における社会活動の自由を付与していた

と考えられる。他方，政治活動を継続する社会

活動組織は，「公的社会領域」から排除され，

その活動を制約・禁止された。その例としては，

「エジプト人権団体（al-Munaẓẓama al-Miṣrīya li-

Ḥuqūa al-Insān）」の認可取り消し訴訟や［Elbayar 

2005, 10］，暴力的な反体制活動を継続したイス

ラーム集団への苛烈な弾圧を挙げられる（注19）。

ここには，ムバーラク政権下の「公的社会領

域」において，「分断型競合構造」を指摘する

ことができよう。他の多くの NGOと同様に，

同胞団の社会活動諸組織は反体制的な政治活動

を行わない見返りに，「公的社会領域」での合

法性と活動の自由という選択的誘因を与えられ

た。また，同胞団の社会活動は反体制的な運

動・NGOとは一定の距離を保ったとも考えら

れる（注20）。

また，同胞団の活動について，「公的政治領

域」と「公的社会領域」に分けて考えることに

より，次の点が明らかとなる。ラスト＝オカル

の「公的政治領域」における「分断型競合構

造」では，ゲームのルールに従う同胞団は合法

性を付与されず，政権による弾圧を甘受してい

た。この点において，非合法の同胞団は中間的

な存在としても捉えられ，二項対立的な「分断

型競合構造」から逸脱するようにも見える。し

かし，体制側が異なる対象・判断基準でコオプ

テーションの有無を設定していた「公的社会領

域」にまで視野を拡大すると，同胞団の政治活

動部門が小さな選択的誘因で納得する理由，す

なわち社会活動諸組織の合法性という選択的誘

因を見出すことができよう。同胞団の政治活動

と社会活動は公式には別組織であるが，実際に

は密接な関係にある。同胞団を全体として考え

れば，ムバーラク政権により十分な選択的誘因

が提供されていたと考えられる。上述のように，

社会活動が組織基盤となっている同胞団にとっ

て，「公的社会領域」での選択的誘因は，ゲー

ムのルールに従うことに値する十分なもので

あった。おおむね保守派が優勢だった同胞団で

は，社会活動を犠牲にしてまで政権打倒に向け

て行動するほどのインセンティブがなかったと

いえよう。

また，エジプトの「分断型競合構造」は公認

野党など他の反体制運動から同胞団を分断する

だけではなく，同胞団の内部を分断し，内部対

立を引き起こす要因にもなっていた。非合法と

して「公的政治領域」から排除されている同胞

団では，非合法状態への対応をめぐって，大き
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く２つのグループが形成されることとなった。

それは，非合法状態解消のために政党設立・政

治活動を重視する改革派，そして政治活動に慎

重で社会活動を重視する保守派である。前者は

「公的政治領域」への完全参入で非合法状態の

解消を目指し，後者は「公的社会領域」での社

会活動強化による漸進的な非合法状態解消を目

指した。この路線対立は，同胞団内で改革派と

保守派の間に対立軸を設ける一因となった。

このように，「分断型競合構造」によって同

胞団内部も分断されていた。同胞団がこのよう

に政治活動と社会活動を異なる視点で考えてい

たとすれば，同胞団の政治的台頭を警戒してい

たムバーラク政権にとっては都合がよい。なぜ

ならば，政権が政治と社会でのコオプテーショ

ンを使い分けることによって，同胞団内で社会

活動の合法性という選択的誘因を守ろうとする

抑制が働き，同胞団が強固な社会的ネットワー

クを政権打倒のための政治的動員へ転用する可

能性が抑制されるからである。政権は同胞団の

基礎である社会活動を取り込むことで，組織存

亡という「脅威」［Vairel 2011, 39-42］を同胞団

に感じさせることなく，一定の「共存」関係を

築いていたと考えられる。これは，社会活動に

政治活動が依拠する同胞団の組織構造を巧みに

利用した対策ともいえよう。

「１月25日革命」において同胞団が慎重に静

観した理由も，ここから導き出されるであろう。

すなわち，政権打倒を掲げる青年運動が主張す

る反政府デモに合流することは，組織の基礎で

ある社会活動の合法性という選択的誘因を放棄

することに直結した。もし政権打倒が失敗に終

わったならば，それまで弾圧を受けていた政治

活動だけでなく，社会活動も弾圧を受け，組織

存亡の脅威に直面する。上述のように，当時の

指導部は保守派が主流であり，社会活動を重視

していた。それゆえ，安易に反政府デモに合流

することができず，政権崩壊が確実視されるま

で，反政府デモに対して静観の姿勢を取らざる

を得なかったと考えられる。

以上のように，「公的社会領域」でのコオプ

テーションによる選択的誘因が機能し，また保

守派が指導部で優勢であったことから，同胞団

は「ゲームのルール」に従い，政権崩壊が確実

視されるまで政権打倒に動かなかったと考えら

れる。

お わ り に

本稿では，ムバーラク政権下の同胞団が政権

打倒へ動かなかった理由について，ラスト＝オ

カルの「公的政治領域」における「分断型競合

構造」を手がかりに，同胞団の内的要因から考

察を行った。政治参加を選択的誘因とする政権

による従来の反体制運動のコオプテーションの

議論を社会活動の領域へ拡大することで，同胞

団が政権の定めるゲームのルールに従った要因

を明らかにした。すなわち，ムバーラク政権下，

「公的政治領域」では非合法組織の同胞団への

選択的誘因は限定的なものであったが，「公的

社会領域」での選択的誘因は大きかったといえ

る。

本稿では，社会活動と政治活動に二分して同

胞団の組織構造を分析した。その特徴は，社会

活動が同胞団活動の大きな部分を占めており，

社会活動が構築した社会的ネットワークに依拠

して政治活動が行われているという点である。

また，同胞団では，社会活動を重視する保守派
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が，政治活動を重視する改革派よりも伝統的に

優勢であった。それゆえ，社会活動の合法性と

いう既得権益は，同胞団がムバーラク政権の定

めるゲームのルールに従う選択的誘因として効

果的に機能した。ムバーラク政権と同胞団の間

にはコオプテーションが成立し，両者の共存が

可能となっていたのである。

ムバーラク政権崩壊後，同胞団は非合法状態

を脱却し，エジプトで最重要の政治アクターと

なった。同胞団内部に目を向けると，政治活動

を主導していた改革派は「１月25日革命」にお

いて指導的な役割を果たし，政変後に設立され

た FJPにおいても中心的な存在となって同党を

率いた。現在のところ，保守派と改革派の関係

は良好と思われる。同胞団はエジプトのみなら

ず，中東地域において最大のイスラーム主義運

動である。母体の同胞団と傘下政党の FJPとの

関係性は，エジプト政治のみならず，他の中東

諸国のイスラーム主義運動を考える上でも非常

に重要な問題であろう。

（注１）同胞団は１月28日にようやく反政府デ

モへの合流を決定し，翌日の最高指導者バディー

ウの声明で政権打倒の意思を公式に表明した。

なお，青年メンバーを中心に，個人として反政

府デモに参加した者は多数であった。

（注２）同胞団からはシャーイル以外に６人が

委員会役職へ立候補したが，全員が選出されな

かった。同胞団は，国民民主党の投票動員によ

る結果であるとし，20パーセントの議席を占め

る同胞団を無視することは議会制の理念に反す

ると非難した。

（注３）国民対話とは，1980～2000年代にム

バーラク政権が反体制派と行った一連の協議を

指す。これについて詳しくは，今井［2008］を

参照。

（注４）たとえば，1995年の人民議会選挙に際

しては，同胞団の発表した候補者名簿に従って，

149人の同胞団系候補者を逮捕した。また，投票

当日の治安部隊との衝突により，同胞団支持者

42人が死亡する事態となった［鈴木 2001a, 40, 

48］。ムバーラク政権の弾圧は，イサーム・イル

ヤーンやアブドゥルモネイム・アブールフトゥー

フなど同胞団の主要メンバーにまで至った。計

81人が拘束され，そのうち54人が軍事裁判で最

高５年の懲役刑を下された［Wickham 2002, 214-

215］。

（注５）筆者によるガザ―リーへのインタビ

ュー（2004年３月28日）。

（注６）イスラーム医療協会について詳しくは，

横田［2006, 84-87］を参照。

（注７）この法律は，社会問題省が NGOの設

立・運営を規制するための条項から成る。詳し

く は， Clark［2004, 52-56］，Sullivan［1994, 17-

18］を参照。

（注８）たとえば，2000年の人民議会選挙で，

社会活動従事者を候補者として擁立している［鈴

木 2001a］。

（注９）たとえば，1970年代の復活以降の歴代

最高指導者は計６人だが，そのうち５人は主に

社会活動に従事してきた経歴を有する。第７代

最高指導者アーキフは，政治局で活躍した経歴

をもつ。

（注10）たとえば，イルヤーンは1984年人民議

会選挙で初当選し，アブールフトゥーフやマー

ディーは職能組合で活躍した［横田 2006, 114-

115］。

（注11）政党法について詳しくは，伊能［1993, 

172-173］を参照。

（注12）改革イニシアティヴについて詳しくは，

横田［2006, 157-167］を参照。なお，同イニシ

アティヴは，同胞団ウェブサイト（http://www.

ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=5172&SecID

＝356）でも閲覧可能である。

（注13）『ムフタール・イスラーミー』誌の無

署名記事でのアーキフの発言［al-Mukhtār al-
Islāmī 2004, 76］。

（注14）同胞団のイスラーム法施行に関する議
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論の変化については，横田［2010］を参照。

（注15）同胞団運営ウェブサイト（http://www.

islamonline.net/arabic/Daawa/2007/08/ikhwan.pdf）

上で閲覧可能。

（注16） h t t p : / / w w w . a h r a m . o r g . e g /

Archive/2009/10/19/FRON11.HTM，http://www.

almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=229907

（2009年11月20日閲覧）。

（注17）http://weekly.ahram.org.eg/2009/969/

eg10.htm（2009年11月20日閲覧）。

（注18）http://www.ikhwanonline.com/Article.

asp?ArtID=55345&SecID=211（2009年11月20日閲

覧）。

（注19）イスラーム集団は，元来は学生運動と

して発足し，学生支援を目的とする組織であっ

た［飯塚 1996, 108］。サーダート大統領暗殺へ

の関与から体制による弾圧対象となったが，

1980年代は民衆に立脚した社会活動により支持

を拡大した。しかし，彼らの活動は合法的な社

会活動とはみなされなかった。1990年代，ムバー

ラク政権とイスラーム集団の対立が激化するな

かで，イスラーム集団がカイロ近郊インバーバ

（Imbāba）地区などで築いた「解放区」への攻撃

が行われるなど［中田 2002, 153-158; Dekmejian 

1995, 182-183］，その指導者の多くは逮捕・殺害

された。

（注20）「イスラーム医療協会」のファールー

ク病院で事務業務責任者を務めるムハンマド・

ムスタファー（Muḥammad Muṣtafā）への筆者に

よるインタビューでは，他の NGOからの同胞団

系社会活動の独立性が強調され，同胞団系諸活

動間の協力関係が強調された（2004年11月４日）。
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